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公募型プロポーザル方式実施公告 

 

次のとおり公募型プロポーザルを実施するので、参加を希望される方は、必要な 

応募書類等を提出してください。 

 

令和８年４月１日 

 

瀬戸市長 川 本 雅 之 

 

１ 業務等の概要 

⑴ 業務名称 瀬戸市介護保険システム標準化対応業務委託 

⑵ 業務内容 別紙「瀬戸市介護保険システム標準化対応業務委託仕様書」のと

おり 

⑶ 契約期間 契約締結の日から令和１０年１０月１日まで 

       ※上記契約期間の終期は、最長の場合であり、業務完了が可能で

ある最短の終期を別途協議のうえ定めることとする。 

⑷ 履行場所 瀬戸市内及び瀬戸市の指定する場所 

⑸ 提案上限額 ２４５，５１７，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 参加資格要件 

次の各号に定める要件をすべて満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６

７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

⑵ 参加資格確認申請書提出期限において、令和８・９年度あいち電子調達共同

システム（物品等）で瀬戸市の入札参加資格者名簿に本案件の営業種目（大分

類）０３役務の提供等（中分類）０８コンピュータサービス（小分類）０１シ

ステム開発）の登録があること。 

⑶ 公告日から契約締結日までの間において、「瀬戸市指名停止取扱要領」（平

成１３年８月１日施行）に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 

⑷ 公告日から契約締結日までの間において、「瀬戸市が行う事務及び事業から

の暴力団排除に関する合意書」（平成２３年９月２９日付け瀬戸市長・愛知県

瀬戸警察署長締結）及び「瀬戸市が行う契約等からの暴力団排除に関する事務

取扱要領」（平成１９年１２月１日施行）に基づく排除措置を受けていない者

であること。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てが

なされている者にあっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けているこ



 

２ 

と。 

⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けているこ

と。 

⑺ その他仕様書に定める資格要件を満たす者であること。 

 

３ スケジュール 

⑴ 公告日           ４月１日（水） 

⑵ 質疑提出期限        ４月１０日（金） 

⑶ 質疑回答日         ４月１５日（水） 

⑷ 参加資格確認申請書提出期限 ４月２４日（金） 

⑸ 参加資格確認通知日     ５月８日（金） 

⑹ 提案書提出期限       ５月１５日（金） 

⑺ 選定委員会開催日      ５月２０日（水） 

⑻ 審査結果通知日       ５月２７日（水）（予定） 

⑼ 契約締結日         ６月８日（月）（予定） 

⑽ 業務開始日         ７月上旬（予定） 

 

４ 実施要領等の閲覧及び配布方法 

⑴ 担当部署及び問い合わせ先 

〒４８９－８７０１ 愛知県瀬戸市追分町６４番地の１ 

瀬戸市健康福祉部高齢者福祉課介護保険料係 

電話 ０５６１－８８－２６２１ 

メールアドレス koreisha@city.seto.lg.jp 

⑵ 本プロポーザルに係る実施要領等の入手方法 

瀬戸市ホームページからダウンロードすること。 

記事名 「瀬戸市介護保険システム標準化対応業務委託公募型プロポーザル 

アドレス： 

https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2026/03/05/00708042150/00708042 

150.html 

 

５ 質疑及び回答 

⑴ 提出期限 

令和８年４月１０日（金）午後５時まで 

⑵ 提出場所 

瀬戸市役所高齢者福祉課（電話 ０５６１－８８－２６２１） 



 

３ 

⑶ 提出方法 

質問票（別紙１）に必要事項を記載し、電子メールにより送信すること。 

送付先：koreisha@city.seto.lg.jp 

⑷ 回答期日 

令和８年４月１５日（水） 

⑸ 回答方法 

瀬戸市ホームページに回答を掲載する。 

 

６ 参加資格確認申請 

⑴ 提出期限 

令和８年４月２４日（金）午後５時まで 

⑵ 提出方法 

参加資格確認申請書（第１号様式）に必要事項を記載し、電子メールにより

送信すること。 

送付先：koreisha@city.seto.lg.jp 

⑶ 参加資格確認通知日 

令和８年５月８日（金） 

⑷ 通知方法 

申請者に対し、電子メールにより参加資格確認通知書（第２号様式）を送信

する。 

 

７ 提案書等の作成及び提出 

⑴ 提出期限 

令和８年５月１５日（金）午後５時まで 

⑵ 提出場所 

〒４８９－８７０１ 愛知県瀬戸市追分町６４番地の１ 

瀬戸市役所高齢者福祉課介護保険料係 

⑶ 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

郵送で提出する場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法とす

ること。 

提出期限までに提出されなかった提案書は無効とする。 

提出期限までに、提案書及び必要書類の提出がない場合は、参加を辞退した

ものとみなす。 

⑷ 提出書類及び部数 

「実施要領」による。 
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８ 契約候補者の選定 

⑴ 選定方法 

選定委員会において、提案者から提出された提案書及び提案者からのプレゼ

ンテーションにより、「⑵ 評価項目及び評価点数、評価基準」に基づき、提

案の評価及び審査を行い、契約候補者を選定する。 

⑵ 評価項目及び評価点数、審査基準 

「審査基準表」による。 

⑶ プレゼンテーション 

開催日時は、令和８年５月２０日（水）午前９時３０分から午後５時までの

間のいずれかの時間帯を予定しており、時間及び場所等の詳細については別途

通知する。 

実施時間は、提案者につき、プレゼンテーション４５分以内 、質疑応答  

１５分程度とする。 

 

９ 審査結果の通知及び公表 

⑴ 審査結果の通知 

各提案者に対して、次の事項を記載した結果通知書により通知する。 

ア 業務名称 

イ 契約候補者 

ウ 当該提案者の評価点数 

⑵ 審査結果の公表 

市ホームページにおいて、次に掲げる事項を公表する。 

ア 業務等の名称 

イ 業務内容及び契約期間 

ウ 契約候補者の名称及び所在地 

エ 提案者数及び審査結果 

 

１０ 契約手続き 

⑴ 契約の協議 

決定した契約候補者に対して、当該業務等に係る仕様を定めるための協議を

行う。 

協議の結果、当該業務に係る仕様が決定した場合、見積書の徴収を行い、予

定価格の範囲内で契約金額を決定する。 

⑵ 契約候補者との契約の締結 

契約候補者を契約の相手方として決定した場合、令第１６７条の２第１項第

２号の規定による随意契約の方法により、契約候補者と契約を締結する。 
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⑶ 契約候補者との協議が不調の場合 

契約候補者との契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな契約候

補者として、契約の協議を行う。 

次順位の契約候補者と契約の協議を行い、契約の相手方として決定した場合

は、契約を締結するものとする。 

なお、契約協議の時点で、次順位者が参加資格要件を満たさなくなった場合

は、失格とし、第３位の者を新たな契約候補者として、契約の協議を行う。 

⑷ 契約条項を示す場所及び日時 

  瀬戸市役所高齢者福祉課 公告日から提案書提出期限まで 

⑸ 契約書作成の要否 

  要 

⑹ 契約保証金に関する事項 

  瀬戸市契約規則（昭和４０年瀬戸市規則第１８号）第３０条の規定による。 

 

１１ その他 

⑴ 提案書の提出及び見積並びに契約に当たっては、地方自治法、地方自治法施

行令、瀬戸市契約規則等関係法令を遵守すること。 

⑵ 提案書の作成及び提出並びにプレゼンテーション等に要する費用は、提出者

の負担とする。 

⑶ 参加資格確認申請書及び提案書等の提出後に辞退する場合は、書面（様式 

８）により届け出ること。 


